
販路拡大をしたいが営業が
うまくいかない

求人の応募が少ない

どうやって採用強化
すればいい？

デジタル化で
業務効率化したいが
詳しい社員がいない

仕事が属人化し

マニュアルがない！？

人材がいない、ノウハウが足りないなど企業のお困りごとは

「副業・兼業人材活用」で改善 しませんか？

補助 金
のご案内

補助対象者 申請受付期間

神奈川県内に事業所を有する中小企業者で、
初めてプロフェッショナル人材拠点の支援
を受けて副業・兼業人材を活用する者

＊詳細は裏面および交付要綱をご確認ください

令和7年５月12日(月)
～12月26日(金)

神奈川県令和７年度 副業・兼業人材活用

神奈川県プロ人材活用センター （（公財）神奈川産業振興センター）
〒231-0015 横浜市中区尾上町５-80 神奈川中小企業センタービル４階

045-633-5008 prohojyo@kipc.or.jp

補助上限額 50万円
補 助 率 8/10 以内

＊原則対象人材の従事開始10日前 までに申請書を提出
してください

＊申請書類はＨＰをご参照ください

※予算上限に達した時点で締め切り（HPでお知らせします）

【プロフェッショナル人材拠点とは】専門的な技術や資格、知見を有し、新たな商品・サービスの開発、その
販路の開拓や、個々のサービスの生産性向上などの具体的な取組を通じて、企業の成長戦略を具現化していく
プロフェッショナル人材の活用により、地域企業の経営課題解決を後押しするため、内閣府が各道府県に設置

① 民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料

② 副業・兼業人材に支払う報酬

③ 副業・兼業人材の交通費・宿泊費

補助対象経費

報酬



自社内で解決できない課題や人材に関するお困りな事（副業・兼業人材以外に常勤雇用、高度外国人材）など、
神奈川県プロ人材活用センターまでお気軽にご相談ください！

副業・兼業人材活用のよくあるご質問

A：期間を定めた提案、助言、
  仕組み作りなど、頼める
業務は未知数です！※

Q：何を頼めるのかが
イメージできない？

※ 基本オンライン業務がメインです。事例などは神奈川プロ人材活用センターHPに掲載されています。

A：業務委託契約締結により
契約違反よる解約、損失補

        償などで回避できます※

Q：社員雇用ではないが
   リスクはないの？

※ 業務委託契約書は事業者と副業・兼業人材との間で業務開始前に取り交わしをします。

A：正社員採用と同様に、応募
        者の中から書類選考、面談

 によって採用します。※

Q：人材はどのように
選考するの？

※応募者は、民間人材ビジネス事業者に登録されている副業・兼業人材から案件毎に募集致します。

■補助金申請の注意点■
① 申請にあたって、まずは神奈川県プロ人材活用センターにご相談ください。
② 原則対象人材の従事開始10日前までに申請書を提出してください。
③ 申請受付開始日以降に副業・兼業人材と業務委託契約を締結したものに限ります。受付期間前より 既に業務
を開始している契約については対象となりません。

④ 補助対象となるのは令和8年2月末日までに支払いを完了した経費に限ります。
⑤ 複数名の副業・兼業人材を同時期に活用する場合であっても、補助対象は1事業者につき、副業・兼業人材

1名までとなります。
⑥ 同一内容の事業で、本制度以外の国・地方公共団体、その他団体が交付する他の補助金の交付を受けている、
又は将来交付を受けることが確定している場合には本補助金の対象となりません。

⑦ 補助事業が完了した日から起算して1か月を経過した日、または令和8年2月末日のいずれか早い日までに実績
報告を行ってください。

※上記のほか、申請についての詳細は「神奈川県副業・兼業人材活用補助金交付要綱」を確認ください。
ご不明な点等、神奈川県プロ人材活用センターまでお問合せください。

A：報酬：5万円/20時間/月額
   民間人材ビジネス事業者へ
の紹介手数料:3～5万円

        の事例が多いです※

Q：費用はどのくらい
かかるの？

※ 報酬額は業務内容、稼働時間によって異なります。

※ 民間人材ビジネス事業者の紹介手数料はキャンペーン等により変動します。

業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数

製造業、建設業、運輸業及びその他の業種（下記以外） ３億円以下 300人以下

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。） ３億円以下 900人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

小売業 ５千万円以下 50人以下

サービス業（下記の３業種を除く） ５千万円以下 100人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 300人以下

旅館業 ５千万円以下 200人以下

■対象となる県内中小企業者■
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